










研究の背景ならびに目的 

青森県において「母親教育のあり方」を考えるにあたっては、その前提として本県が、長

年数多くの無医地区や無医村を抱え医療従事者をはじめとする社会資源の不足や自然的条

件のきびしさや、経済的低位性などによって著しく母と子の命が損なわれてきたその歴史

や背景をまず理解したうえではじめなければならない。母子保健活動にも他県とは比較で

きがたい困難な問題があったからである。 

本県が公衆衛生行政として、ようやく母子保健を重点施策に打ち出したのは昭和40 年度で

あり、このとき「母子保健対策」、「へき地保健対策」を二大支柱として県内関係機関、団

体に働きかけ、ひろくその推進をはかっている。 

この施策が打ちたてられるまでの前駆的活動として力があったのは、戦前においては主と

して保健婦の巡回訪問指導であり、戦後の特徴的活動には、へき地や住民の健康実態を掘

りおこし、住民運動を換起する意図をもって昭和 34年度からはじめられた医学生、保健婦

学生動員の「夏期保健活動や,その後の保健婦、助産婦両団体の連けいによる「もったらこ

ろすな運動」があった。同じ昭和 40 年度、地域住民や町村長の強い要請によって創設され

た本県独特の「保健所保健婦の町村派遣制度」は、事後の母と子の命を守る地域の活動を

著しく促進させた。 

この間、県民の対話集会「赤ちゃん会議をはじめ、大小の集会が県内各地に展開されてき

た。県はまた「未熟児調査」ならびにその追跡等も行って、地域における保健指導従事者

の、母と子に対する指導の着眼点を明らかにすることに努めた。今日に至るまでには、こ

のような一連の公衆衛生行政側からの働きかけもあったのではあるが、それではいま、果

してどのようなひろがりをもって行なわれているのか、県内の実情を知る必要がある。 

現在一般的に行なわれている母子保健は、人の生涯の一部分の年代に対する働きかけであ

るといえる。これは他の成人保健であれ、老人保健であれ、年代や疾病の種類で区ぎる考

え方があり、しかも問題が起ってからの「あと追い」的傾向にあることは否めない。 

しかし、母親という1人の人間の生涯の流れの中に、健康に対する情報がどこからとり入

れられて、それによってその母親がどのような意識や保健行動をもつかを考えたとき、胎



児のときから一貫性をもって生涯にわたる健康の教育が行なわなければならないと考える。

そのために公衆衛生の領域からの、主体性をもった他の領域への働きかけと結びつきをも

っと強化しなければならない。それは次の世代をになう者のためであり、吾々はすべての

公衆衛生活動は、こどもに重点をおいた統一的な視点をもって行なわれるときにあるとの

考えに立っている。 

本研究においては、母子保健の一環としての「母親教育」に焦点をしぼり、それが青森県

という場においてどのようなひろがりをもって行なわれているのか、また母親自身が母親

教育をどのように考えているのかをさぐって、将来における本県の母親教育のあり方を画

きつつ、公衆衛生領域での母親教育の方向を把握しようとしたものである。 


